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Ⅴ．国際課税 

 

１．国際課税の概要 

 

（１）国際課税の意義 

国際課税とは、国境を越える経済活動に対する課税のことです。例えば、

多国籍企業が行っている二国間にまたがる経済活動について、それぞれの国

が課税権を行使すれば二重課税が生じます。逆に、いずれの国も課税権を行

使できなければ、課税の空白が生じ、その企業は税負担を免れることになり

ます。国際課税の問題の中心は、一言で言えば、他国の課税権との競合を調

整（国際的な二重課税を排除）しつつ、一方で課税の空白を防止（国際的な

二重非課税に対処）することにより、自国の課税権を適切に確保することに

あります。加えて、国際的な課税の公平性・中立性を確保することにより、

国際的な競争に直面する日本企業の活動にも資するものと考えられます。 

 

（注）国際的な経済活動に対する課税に関しては、消費課税や資産課税の課題もありま

すが、以下では主として個人や法人に対する所得課税の課題について取り上げます138。 

 

（２）課税権の確保と調整 

国境を越える経済活動に対する課税権の行使については、居住地国課税と

源泉地国課税という二つの考え方があります。 

居住地国課税は、納税者が居住している国（居住地国）がその納税者の全

世界所得に対して（すなわち国外所得も含めて）課税するという考え方であ

り、他方、源泉地国課税は、所得の源泉のある国（源泉地国）が、その国の

居住者はもとより、それ以外の者に対しても源泉地国で生じた所得に対して

課税するという考え方です。 

 

＜参考＞居住地国課税の考え方において居住者の国外に源泉がある所得に対して課税す

ることについては、同一国の納税者が同じ水準の所得を有する場合には所得の源泉が

国内であるか国外であるかにかかわらず等しい税負担を求めるべきであることが根拠

とされています。一方、源泉地国課税の考え方において非居住者に対して源泉地国で

 
138 消費課税や資産課税の課題については、それぞれ、「第２部 個別税目の現状と課題 Ⅲ．消費課税 １．

消費税 （４）消費税の特徴及び意義」、「第２部 個別税目の現状と課題 Ⅱ．資産課税等 １．相続税・

贈与税 （２）経済社会の構造変化と近年の税制改正」参照。 
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課税することについては、源泉地国での活動から生じる所得がある以上、非居住者で

あっても源泉地国における公共サービスなどの便益を享受することから応分の負担を

すべきであること、国内における経済活動についてはその活動が居住者によるもので

も非居住者によるものでも等しく取り扱うべきであることが根拠とされています。 

 

これらの考え方が併存する結果、国外に源泉のある所得に対しては、居住

地国課税と源泉地国課税それぞれの考え方に基づいて重複して課税が行わ

れる可能性が生じることとなります。その調整は、原則として居住地国にお

いて図られることとされています。〔資料２－Ⅴ－１②、③の領域〕 

〔資料２－Ⅴ－１〕国際的な課税権の調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際的な二重課税を排除する方法としては、源泉地国で納めた税金を居住

地国で納めるべき税金から差し引くことを認める外国税額控除方式と、国外

で稼得した所得については居住地国において免税とする国外所得免除方式

があります。外国税額控除方式が、居住者が投資を国内で行うか国外で行う

かについての選択に課税が影響を及ぼさないという「資本輸出中立性」の確

保に資する一方、国外所得免除方式は、ある国に対して国外から投資を行う

者が当該国における競争について居住地国の課税の影響を受けないという

「資本輸入中立性」に寄与すると考えられています。 

 

なお、我が国の税制における居住者・非居住者の定義については、所得税

法は、我が国国内に住所を有する個人又は我が国国内に引き続き１年以上居

所を有する個人を「居住者」とし、それ以外の個人を「非居住者」としてい

我が国の課税権： 

居住者・内国法人は全世界所得、非居住者・外国法人は国内源泉所得。 

 

 我が国課税権の範囲 所得源泉地 

  日本 外国 

居住者・内国法人  : 全世界所得課税（①＋②） 
  

非居住者・外国法人: 国内源泉所得のみ課税（③） 
  

 

○ 各国の課税権が競合すると、国際的な二重課税が発生することとなるが（上記②、③の領域）、その

調整は原則として居住地国が行うこととされている。 

・ ②について、我が国は、外国税額控除制度及び外国子会社配当益金不算入制度により調整。 

・ ③について、相手国は、概ね、外国税額控除制度若しくは国外所得免除制度で調整。 

・ 通常、租税条約において、これらの二重課税の調整義務及びその具体的な方法が規定される。  

④国外源泉所得 

②国外源泉所得 

③国内源泉所得 

①国内源泉所得 
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ます。非居住者の課税所得の範囲は、国内源泉所得のみとされており、後述

する恒久的施設に帰せられない所得である場合は、原則として源泉徴収のみ

で課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。例えば、非

居住者が国内において行う勤務に起因する給与については、支払金額の

20％139が源泉徴収されます。また、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、

かつ、過去 10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計

が５年以下である個人は「非永住者」とされ、非永住者の課税所得の範囲は、

国外源泉所得以外の所得、並びに、国外源泉所得のうち国内払い・国内送金

分に限ることとされています。 

 

法人・個人が外国で事業を行っている場合には、支店等の拠点（恒久的施

設（ＰＥ））がある場合にのみ、当該ＰＥが所在する国は、そのＰＥに帰属

する事業所得に課税することができるとする「ＰＥなければ課税なし」の原

則が国際的なルールとなっています。 

 

＜参考＞「ＰＥなければ課税なし」の原則は、国家の課税権の競合を調整する方策につい

て 1920 年代から国際的に議論される中で形作られてきたものであり、昭和 38（1963）

年に策定されたＯＥＣＤモデル租税条約草案においても規定されています。後に詳述

するように、近年の経済のデジタル化に伴い、こうしたルールの見直しの必要性が議

論されてきています。 

〔資料２－Ⅴ－２〕課税権の確保・調整：ＰＥなければ課税なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 復興特別所得税を除いた税率。なお、給与所得控除など各種所得控除の適用はありません。 
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（３）基本的な仕組み 

（国内法） 

我が国の国際課税の基本的な枠組みは、まず、所得税法や法人税法等の国

内法によって形作られています。具体的には、我が国の課税権の確保の観点

から、我が国に源泉のある所得についてのみ納税義務を課される非居住者・

外国法人（制限納税義務者）についての課税ルールが定められ、また、全世

界所得について納税義務を課される居住者・内国法人（無制限納税義務者）

については、国外所得に対して外国で課された税を一定の限度の下で我が国

において支払うべき所得税・法人税等から控除することを認める外国税額控

除制度が設けられています。 

なお、かつては、我が国の内国法人（親会社）と一定の関係を有する外国

子会社の所得に対する二重課税の排除の方法として、外国子会社からの受取

配当を親会社の益金に算入し法人税の課税対象とした上で、外国子会社が納

めた外国法人税のうち、当該受取配当の額に対応するものを親会社の法人税

額から控除することを認める間接外国税額控除制度が導入されていました。

平成 21 年度税制改正において、外国子会社が海外市場で獲得した利益の国

内還流に向けた環境整備として、当該利益を必要な時期に必要な金額だけ戻

すという配当政策に対する税制の中立性の観点に加え、適切な二重課税の排

除を維持しつつ制度を簡素化する観点も踏まえ、親会社が外国子会社から受

け取る配当を親会社の益金不算入とする制度（外国子会社配当益金不算入制

度）が導入されました。本改正により、国際的な二重課税排除の方式につい

て居住地国課税及び外国税額控除制度の枠組みを基本的に維持しつつ、子会

社方式による海外進出の場合については、現地の課税のみで基本的に課税関

係が終了することとなりました。 

   

（租税条約） 

国際課税に関する制度については、国内法のみならず、租税条約などの国

際的な課税ルールもあわせて考えなければなりません。租税条約は、課税関

係の安定（法的安定性の確保）、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への

対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものです。租税

条約には、国際標準となる「ＯＥＣＤモデル租税条約」があり、ＯＥＣＤ加

盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっています。ＯＥＣＤ加
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盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用しています。 

ＯＥＣＤモデル租税条約では、源泉地国が課税できる範囲として、事業利

得に対しては、ＰＥの活動により得た利得のみに課税するほか、投資所得（配

当・利子・使用料）に対しては、源泉地国での税率の上限（免税を含みます。）

を設定しています。また、居住地国における二重課税の除去方法として国外

所得免除方式又は外国税額控除方式によることを定めるとともに、税務当局

間の相互協議（仲裁を含みます。）により条約に適合しない課税の解消を規

定しています。脱税及び租税回避等への対応としては、後述する税務当局間

の納税者情報の交換のほか、滞納租税に関する徴収の相互支援（徴収共助）

を規定しています。 

我が国は、経済関係が緊密な国・地域との間で租税条約ネットワークの整

備を進めてきたところ、我が国の租税条約ネットワークは、対外直接投資残

高の約 99％をカバーしており、二重課税除去を主たる内容とする租税条約

は、令和５（2023）年６月１日時点で、71 本が 79 カ国・地域との間で適用

されている状況です。 

我が国は、かつては、源泉地国における課税権を一定程度確保しながら二

重課税に対処することを志向していましたが、平成 16（2004）年に発効し

た日米租税条約以降、特に先進国との間の租税条約において、投資・経済交

流の促進を重視して、源泉地国免税を一部導入するなど、源泉地国における

課税を引き下げることとする一方、租税回避に対応するために濫用防止規定

を導入する方向に切り替えてきました。加えて、改正日米租税条約（平成 25

（2013）年署名、令和元（2019）年発効）以降は、これを更に推し進め、租

税回避防止措置を講じつつ、源泉地国免税を更に拡大してきました。また、

あわせて仲裁規定や徴収共助の導入を進めるなど、税の安定性の確保や税務

当局間の執行協力の強化にも努めています。 

途上国との間の租税条約については、途上国が、源泉地における課税権を

重視する「国連モデル租税条約」の規定を選好する傾向がある中で、投資・

経済交流を後押しすべく、源泉地国課税の軽減に努めています。また、途上

国との間の租税条約に固有の規定として、途上国における租税上の優遇措置

の効果を減殺しないという政策的配慮から、途上国に投資している先進国の

居住者が優遇措置により減免を受けた租税の額を途上国において納付した

ものとみなして先進国の税額から控除することを認める「みなし外国税額控
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除」があります。我が国は、みなし外国税額控除の縮減・廃止に努めてきた

ところですが、引き続き残存している例もあります。 

〔資料２－Ⅴ－３〕我が国の租税条約ネットワーク（令和５（2023）年６月

１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国際課税に係る議論の推移 

国際課税に係る議論の内容は、経済活動の進展、企業活動の変化、各国の

財政事情等に応じて時代により変わってきています。 

まず、第二次世界大戦後の第一期は、国際的な二重課税の排除が重視され、

外国税額控除制度を導入・整備するとともに、租税条約ネットワークを整備

してきました。 

第二期は、企業の海外展開が活発になり、国内企業の所得が国外に移転さ

れることが問題とされた時期と特徴づけられます。我が国の国内法において

も、外国子会社合算税制（昭和 53（1978）年度）、移転価格税制（昭和 61

（1986）年度）などの制度が導入されました。 

第三期は、国際課税の様々な問題について、ＯＥＣＤ等の場での国際的な

議論の必要性が一層強く認識されるようになった時期と特徴づけられます。

20 世紀末から移転価格税制の国際的な見直しや国家間で外国企業誘致のた

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租税条約 

情報交換協定 

税務行政執行共助条約のみ 

日台民間租税取決め 

（注１）税務行政執行共助条約が多数国間条約であること、及び、旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約が複数国へ承継されていることから、条約等の数と国・地域数が一致しない。 

（注２）条約等の数及び国・地域数の内訳は以下のとおり。 

    ・租税条約（二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる内容とする条約）：71本、79か国・地域 

    ・情報交換協定（租税に関する情報交換を主たる内容とする条約）：11 本、11 か国・地域（図中、（※）で表示） 

    ・税務行政執行共助条約：締約国は我が国を除いて 122 か国（図中、国名に下線）。適用拡張により 140 か国・地域に適用（図中、適用拡張地域名に点線）。このうち我が国と二国間条約を締結していない国・地

域は 62 か国・地域。 

    ・日台民間租税取決め：１本、１地域 

（注３）台湾については、公益財団法人交流協会（日本側）と亜東関係協会（台湾側）との間の民間租税取決め及びその内容を日本国内で実施するための法令によって、全体として租税条約に相当する枠組みを構築(現

在、両協会は、公益財団法人日本台湾交流協会（日本側）及び台湾日本関係協会（台湾側）にそれぞれ改称されている。）。 

 

《84 条約等、153 か国・地域適用／2023 年６月１日現在》（注１）（注２） 
財 務 省 

アジア・大洋州（28） 

インド スリランカ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 香港 

インドネシア タイ フィジー マレーシア 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 中国 フィリピン サモア（※） 

韓国 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ブルネイ マカオ（※） 

シンガポール パキスタン ベトナム 台湾（注３） 

（執行共助条約のみ） 

クック諸島 ニウエ バヌアツ モルディブ 

ナウル ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ ﾏｰｼｬﾙ諸島 モンゴル 

 

ロシア・ＮＩＳ諸国 （12） 

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ ジョージア ベラルーシ 
アルメニア カザフスタン タジキスタン モルドバ 
ウクライナ キルギス トルクメニスタン ロシア 

 

 

中東（10） 

アラブ首長国連邦 クウェート 

イスラエル サウジアラビア 

オマーン トルコ 

カタール  

（執行共助条約のみ） 

バーレーン レバノン 

ヨルダン  

 

アフリカ（22） 

エジプト ザンビア 南アフリカ モロッコ 

（執行共助条約のみ）  

ウガンダ ケニア ナミビア モーリタニア 

エスワティニ ｾｰｼｪﾙ ブルキナファソ リベリア 

ガーナ セネガル ベナン ルワンダ 

ｶｰﾎﾞﾍﾞﾙﾃﾞ ﾁｭﾆｼﾞｱ ボツワナ  

カメルーン ﾅｲｼﾞｪﾘｱ ﾓｰﾘｼｬｽ  

 

北米・中南米（35） 

アメリカ 

ウルグアイ 

エクアドル 

カナダ 

コロンビア 

ジャマイカ 

チリ 

ブラジル 

ペルー 

メキシコ 

ケイマン諸島（※） 

英領ﾊﾞｰｼﾞﾝ諸島（※） 

パナマ（※） 

バハマ（※） 

バミューダ（※） 

（執行共助条約のみ） 

アルゼンチン 

アルバ 

アンギラ 

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ 

エルサルバドル 

キュラソー 

グアテマラ 

グレナダ 

コスタリカ 

ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ﾈｰﾋﾞｽ 

ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ及びｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ諸島  

セントマーティン 

セントルシア 

ターコス・カイコス諸島 

ドミニカ共和国 

ドミニカ国 

パラグアイ 

バルバトス 

ベリーズ 

モンセラット 

 

欧州（46） 

アイスランド ノルウェー 

アイルランド ハンガリー 

イギリス フィンランド 

イタリア フランス 

エストニア ブルガリア 

オーストリア ベルギー 

オランダ ポルトガル 

クロアチア ポーランド 

スイス ラトビア 

スウェーデン リトアニア 

スペイン ルクセンブルク 

スロバキア ルーマニア 

スロベニア ガーンジー（※） 

セルビア ジャージー（※） 

チェコ マン島（※） 

デンマーク ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ（※） 

ドイツ  

（執行共助条約のみ） 

アルバニア ジブラルタル 

アンドラ フェロー諸島 

北マケドニア ボスニア・ヘルツェゴビナ 

キプロス マルタ 

ギリシャ モナコ 

グリーンランド モンテネグロ 

サンマリノ  
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めの法人税引下げを競う「有害な税の競争」への対応等により、租税回避防

止や公平な競争条件の確保に向けた取組みが模索されてきました。加えて、

情報交換や徴収共助などの執行面の取組みが進展するとともに、2010 年代

以降、後に詳述するように、国際課税をめぐる経済環境の変化も踏まえ、Ｂ

ＥＰＳプロジェクト等を通じて、ＯＥＣＤに加盟する先進国だけでなく国際

社会で影響力を増す新興国・途上国も含めた形で、各国の課税権の制約にま

で一部踏み込む形で、国際課税のルールの大幅な見直しの議論が行われてき

ています。 

〔資料２－Ⅴ－４〕国際課税に係る主な改正の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
日  本 米  国 ＯＥＣＤ・国連等 

 

 

 

  

1939 

 

◎  米ｽｳｪｰﾃﾞﾝ租税条約 

（以後、主要国との条約ﾈｯﾄﾜｰｸを構築） 

1928 

1943 

1946 

◎ 国際連盟モデル租税条約草案 

◎ メキシコ・モデル租税条約 

◎ ロンドン・モデル租税条約 

昭 28 ◎ 外国税額控除制度の導入     

昭 30 ◎ 日米租税条約     

   （以後、主要国との条約ﾈｯﾄﾜｰｸを構築）   1956 ◎ OECD にてモデル租税条約の検討開始 

昭 37 ◎ 外国税額控除制度の拡充 1962 ◎ 外国子会社合算税制の導入   

 （間接外国税額控除制度の導入、以後、昭 63、   1963 ◎ OECD 条約モデル 

 平 4、13、21、23、26、27 年等に見直し）    （以後、1977、92、94、95、97、2000、03、05、 

  1968 ◎ 移転価格税制に関する規則の整備     08、10、12(26 条のみ)、14、17 年に改訂） 

  1969 ◎ 過少資本税制の導入   

昭 53 ◎ 外国子会社合算税制の導入     

   （以後、平 4、17～25、27、29 年等に見直し） 1980～ （◎ 加州等でユニタリー課税強化） 1979 ◎ 『移転価格課税』報告書（1984、87 年に続編）   

     ◎ 国連モデル租税条約 

（以後、順次改正） 

昭 61 ◎ 移転価格税制の導入 1986 ◎ 移転価格税制の強化：『所得相応性基準』の導入等    

   （以後、平 3、16～19、22、23、25、26、令元年等に見直し）  1989 ◎ アーニング・ストリッピング・ルールの導入   

      

平４ ◎ 過少資本税制の導入     1992 ◎ 米国移転価格課税強化への提言 

   （以後、平 16、18、24～26 年、令３年に見直し） 1993 ◎ 移転価格税制：『利益比準法』の導入    → 1993 年に再提言 

    1995 ◎ 『移転価格ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ』(全面改訂)第１部確定 

    1998 ◎ 『有害な税の競争』報告書 

平 16 ◎ 日米新租税条約    （以後、2000、01、04、06 年に進捗状況報告書等） 

      

平 21 ◎ 国際的な二重課税排除方式の見直し   2009 ◎ 税の透明性及び情報交換に関するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｫｰﾗﾑの 

 （間接外国税額控除制度の廃止及び外国子会社    改組・強化 

 配当益金不算入制度の導入、以後、平 27 年に見直し）  2010 ◎ 『外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）』の 2010 ◎ 『移転価格ガイドライン』改訂（以後、2017 年に改訂） 

   成立  ◎ 『恒久的施設に帰属する利得』報告書 

平 24 

 

◎ 過大支払利子税制の導入 

（以後、平 25、26、令元年等に見直し） 

    

    2013 ◎ 『税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画』 

平 26 ◎ 国際課税原則の見直し   2014 ◎ 『BEPS 報告書（第一弾）』を公表 

 （総合主義から帰属主義への変更）    ◎ 自動的情報交換に関する「共通報告基準（CRS）」を策定 

平 27 ◎ 非居住者に係る金融口座情報の報告制度の整備    2015 ◎ 『BEPS 最終報告書』を公表 

 （平 30 年に初回の情報交換実施、令 2 年に見直し）     

平 28 ◎ 移転価格税制等に係る文書化制度の整備  

2017 

 

◎ 国際的な二重課税排除方式の見直し 

（外国子会社配当益金不算入制度の導入） 

 

 

 

 

平 30 ◎ 恒久的施設の定義の見直し  ◎ 税源浸食・濫用対策税の導入等 2018 ◎ BEPS 防止措置実施条約発効 

    2021 ◎ 「BEPS 包摂的枠組み」において、経済のデジタル化に

伴う課税上の課題に対する合意が実現 

国際課税に る主な改正の経緯
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２．国際課税を取り巻く経済環境の変化 

 

近年、国境を越えた財・サービスの取引や資本の移動が増大しており、経

済のグローバル化が進展しています。以下、近年の国際課税に関する議論の

背景として考えられる、我が国及び国際的な経済環境の変化を概観します。 

法人税の各論においても論じたとおり、我が国の経常収支を見ると、過去

25 年一貫して経常黒字ですが、2010 年代以降は、海外への直接投資・証券

投資からの収益（配当・債券利子等）である第一次所得収支の黒字がその大

宗を占めるようになっています。貿易収支は、東日本大震災後、赤字となる

年が生じている一方、サービス収支はコロナ禍前まで赤字幅を縮減していま

す。 

第一次所得収支の推移をみると、過去 25 年間、日本が海外から受け取る

配当・利子等が、日本が海外へ支払う配当・利子等を上回る状況が継続し、

黒字幅は、過去 25 年で約５倍に拡大しています。長らく対外証券投資に係

る利子・配当等の受取収益が収益の大部分を占めてきましたが、2010 年代

以降、対外直接投資からの利子・配当等の受取収益の割合が上昇傾向にあり

ます。 

直接投資収益には、海外子会社等への出資・貸付から得られる配当・利子

の受取に加え、海外子会社の内部留保が含まれます。先述のとおり、平成 21

年度税制改正において、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性の観点

等を踏まえ、外国子会社配当益金不算入制度が導入されています。 

〔資料２－Ⅴ－５〕我が国の国際収支等の動向 
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（兆円）

（データ出典： 財 省 国際収支統計）（注）第一次所得収支：投資収 （直接投資収 、  投資収 （  金、債 利子等））等
第二次所得収支：官民の 償資金協力、 付、贈 の 払等

（暦年）

【日本の経常収支の推移と内訳の変化】
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我が国のサービス収支は、過去 25 年間、一貫して赤字基調ですが、コロ

ナ禍以前までは、訪日外国人の増加による旅行収支の黒字化や、知的財産権

使用料の黒字幅拡大により、サービス収支赤字は縮小傾向となっていました。

他方、経済のデジタル化が進む中、通信・コンピュータ・情報サービス、そ

の他業務サービス（特許権等の売買を含む研究開発サービスやオンライン広

告サービスなど幅広いサービスを計上）の赤字幅が近年拡大してきています。 

我が国の知的財産権等使用料収益は、日本企業の海外展開に伴う海外子会

社等からの支払が増加したことを背景に、受取超の幅を拡大してきています

が、その内訳をみると、近年では産業財産権等使用料の黒字が横ばいで推移

【日本の第一次所得収支（ネット）の推移】

（データ出典： 財 省 国際収支統計）

（兆円）

（注）第一次所得収支に占める直接投資収 の 合（折れ線）は右軸、その他の指標は左軸を参照のこと。
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【日本の直接投資収益のうち、配当収益と再投資収益の比】

（データ出典： 財 省 国際収支統計）

（兆円）

平成21年度税制改正：
 国子会社   金不算入

制度の見直し
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する一方、著作権等使用料の赤字が拡大しています。また、オランダやシン

ガポールなどの国々は、日本からの知的財産使用料支払が経済規模に比して

高水準です。国際的にみても、オランダ・スイス・シンガポール・アイルラ

ンド等、研究開発支出、特許出願の実績、経済規模に比して、高水準の知的

財産使用料を受け取っている国が存在します。 

〔資料２－Ⅴ－６〕我が国の知的財産権等使用料収支等の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のサービス収支の推移】

（兆円）

（データ出典： 財 省 国際収支統計）
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 的財産権等使用料収支

【日本の知的財産権等使用料収支の推移】

（データ出典：国際収支統計）

（兆円）

日本  の 的財産権等
使用料支払上位国（※）

国 ドイツ オランダ フランス シンガポール スウェーデン

純支払額
(億円)

２０19 784 930 458 295 107

２０20 989 878 353 234 129

２０２1 901 414 279 15 274

（※） ２０１９年－２１年の３カ年平均の上位５カ国

日本の 的財産権等
使用料  上位国（※）

国 中国 アメリカ タイ イギリス スイス

純受取額
(億円)

２０１９ 6,141 7,125 4,073 3,625 1,636

２０２０ 5,564 5,301 3,099 4,355 2,514

２０２１ 6,948 5,517 4,658 3,788 2,779
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上記を踏まえると、以下のような国際課税に関連する課題が生じているも

のと考えられます。 

・ 日本の対外収支において、第一次所得収支、とりわけ直接投資収益の黒

字の寄与が大きくなってきています。我が国に限らず、世界的に、企業グ

ループが国境を越えてその諸機能を自由な場所に配置する形で多国籍企

業化が進む中で、各国が企業を自国に誘致するために法人税引下げ競争が

進みました。その結果、軽課税国を利用する企業とそうではない企業との

間での競争条件の格差も生じてきています。 

※ 2021年の上位10 国を抽出。
（出典）IMF BOP Statistics

【 的財産使用料  額 上位 10 国（2006年、2021年）】

0

20

40

60

80

100

120

140

 的財産使用料（ 億米ドル）

2021 2006

0%

1%

2%

3%

4%

 的財産使用料 対名目GDP比（%）

2021 2006

米(29%)

蘭(11%)

日(11%)独(9%)

英(6%)

   (6%)

       
(4%)

仏(4%)

星(2%)

中(2%)
その他

(15%)※

（データ出典）・ 的財産等   数料：IMF : BOP Statistics
・研究開発費支出：OECD : Gross Domestic Expenditure on R&D 
・ 許出願者数：WIPO : IP Statistics Data Center

【 財等使用料に るクロスボーダー  額
上位１０ 国の内訳】

【世界の知財等使用料に係るクロスボーダー受取額】

【登録された 許の出願者居住国
上位１０ 国の内訳】

※11位 下
蘭 15位（1.0%）
   19位（1.0%) ［2019年］
星 22位（0.5%） ［2019年］
アイルランド 29位（0.2％） ［2019年］

米(31%)

中(25%)
日(7%)

独(6%)

韓(5%)

仏(3%)

英(2%)

露(2%)
台(2%)

伊(2%) その他

(15%)※

2020年
2,343億

ドル

【研究開発費支出上位１０ 国の内訳】

中(46%)

米(18%)

日(9%)

韓(7%)

独(2%)

印(2%)

露(1%)

加(1%)

豪(1%)
伯(1%)

その他

(13%)※

2020年
328
 件

※11位 下
星 15位（0.4%）
蘭 32位（0.1%）
   41位（0.1%)
アイルランド 87位（0.0％）

2020年
3,934億

ドル
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・ 知的財産権や、デジタル関連のサービスなどに係る、客観的な独立企業

間価格の算定が困難な取引の一部は、その支払の受け手が、税負担の相対

的に軽い国に集中する傾向があります。経済のグローバル化、デジタル化

が更に進む中で、こうした取引に伴う租税回避のリスクが増大し、課税ベ

ースの浸食につながっています。 

・ デジタル化の進展により、市場国に拠点を置かずとも提供可能なデジタ

ル・サービスなどの取引が増加し、従来の国際課税原則（「ＰＥなければ

課税なし」の原則）では市場国で課税が行えないという課題も顕在化して

きています。  
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３．ＢＥＰＳプロジェクトの概要と我が国の対応状況 

 

（１）国際的租税回避への対応 

外国子会社等の国外関連者との取引を通じて、税負担の比較的低い外国法

人に所得を移転することにより、グループ全体の税負担を軽減することが可

能となります。こうした租税回避には様々な態様があると考えられ、それぞ

れのスキームに応じて租税回避を防止するための制度が導入されてきまし

た。こうした制度は、租税回避の防止という観点のみならず、国家間の課税

ベースの適切な配分・調整という側面もあわせ持っています。主な租税回避

の態様とその防止措置の例は以下のとおりです。 

第一に、国内の企業が外国子会社のような国外関連者との間で取引を行う

場合の取引価格（移転価格）については、この特殊な関係に基づいて市場価

格と異なる過大又は過少な移転価格が設定されることがあります。このよう

な移転価格の設定の結果、海外に所得の移転が行われれば自国の課税ベース

が浸食されることとなるため、独立企業間価格（関連企業間という特殊な条

件を除いた場合の取引価格）に基づいて所得を算定するという独立企業原則

を適用することが国際的に認められています。ＯＥＣＤにおいては、こうし

た原則に沿った形で「移転価格ガイドライン」が策定されています。我が国

でも、昭和 61（1986）年度に移転価格税制を導入しています。 

第二に、我が国に進出している外国企業（外資系の内国法人及び外国法人

の支店）が資金を調達する際、借入の比率を大きくすれば、その借入に係る

利子は経費として損金算入できることから、当該外国企業グループ全体の我

が国における税負担を少なくすることが可能となります。こうした例を含め、

借入を利用した国際的な租税回避を防止するため、国際的に認められた方式

に沿って、我が国でも過少資本税制や過大支払利子税制が導入されています。

過少資本税制（平成４年度税制改正で導入）は、外国親会社の資本持分の一

定倍率を超える負債に対応する支払利子を損金不算入とする措置であり、過

大支払利子税制（平成 24 年度税制改正で導入）は、対象純支払利子等の額

のうち、調整所得金額の一定割合（20％）を超える部分の金額につき当期の

損金の額に算入しないこととする措置です。 

第三に、軽課税国に設立した子会社等を利用して、税負担の不当な軽減を

図る行為に対処する観点から、我が国では、昭和 53（1978）年度に外国子
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会社合算税制が導入されました。外国子会社合算税制は、我が国の親会社等

と一定の資本関係を有する外国子会社等の所得について、一定の場合に、我

が国にある親会社等（個人の場合を含みます。）の持分の割合に応じて親会

社等の所得に合算して課税する制度です。被支配外国法人（ＣＦＣ ; 

Controlled Foreign Corporation）に関する税制であることから、ＣＦＣ税

制とも呼ばれます。 

 

（２）ＢＥＰＳプロジェクトの概要 

上記のとおり、国際的な租税回避に対して様々な手立てが講じられてきた

ものの、平成 20（2008）年のリーマン・ショックに端を発する世界金融危

機において、各国の財政状況が悪化し、その後の財政再建の過程で、より多

くの国民負担を求める必要が生じる中、国際的に活動する多国籍企業も応分

の負担を行うべきとの国際世論が高まりました。特に、国際的に急速に規模

を拡大した大手デジタル企業等については、国際的な利益移転を通じて過度

な租税回避を行っているのではないかとの懸念の高まりがその背景にあっ

たところです。電子商取引が急増するなどグローバルなビジネスモデルの構

造変化が進む中、多国籍企業の活動実態と国際課税ルールの間にずれが生じ、

「二重非課税」への対処が重要な課題となってきていました。経済活動がま

すますグローバル化する一方、課税権は各国がそれぞれ行使する（ローカル

な課税）という国際課税の仕組みのズレが問題となってきたのです。 

こうした背景から、平成 24（2012）年にＯＥＣＤ租税委員会でＢＥＰＳ

プロジェクトが立ち上げられました。ＢＥＰＳプロジェクトは、公平な競争

条件の確保という考え方の下、各国政府・グローバル企業の透明性を高め、

ＢＥＰＳを防止するために国際課税ルール全体を見直す取組みです。本プロ

ジェクトは、多国籍企業による税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避ある

いは二重非課税の問題に対する積極的な国際協調へ移行したという点にお

いて、極めて画期的な取組みでした。  

ＢＥＰＳプロジェクトにおいては、①グローバル企業は、税金を納めるべ

き（価値が創造される）場所で税金を納めるべき〔実質性〕、②各国政府・グ

ローバル企業の活動に関する透明性向上〔透明性〕、③企業の不確実性の排

除〔予見可能性〕の三つを柱として、それぞれの柱の下、ＢＥＰＳに対処す

るための 15 の行動について議論が行われました。 
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平成 27（2015）年に策定されたＢＥＰＳプロジェクト最終報告書の内容

は概ね以下のとおりです。 

➢ 行動１：デジタル経済の発展への対応 

国境を越えて提供されるサービスへの付加価値税（ＶＡＴ）の課税につ

いて、ＢtoＢ取引、ＢtoＣ取引に対する課税のあり方のガイドラインを策

定。 

なお、法人課税における対応については、平成 27（2015）年の最終報告

書においては検討を継続することとされ、最終的に後述する「２本の柱」

の合意につながりました。 

➢ 行動２：ハイブリッド・ミスマッチの効果の無効化 

金融商品や事業体に対する複数国間における税務上の取扱いの差異（ハ

イブリッド・ミスマッチ）を悪用したＢＥＰＳへの対処。 

➢ 行動３：外国子会社合算税制の強化 

軽課税国等に設立された相対的に税負担の軽い外国子会社を使ったＢ

ＥＰＳを有効に防止するため、適切な外国子会社合算税制の設計について

検討。 

➢ 行動４：利子控除制限ルール 

企業グループ内取引を用いて多額の利子を生じさせること等による軽

課税国への利益移転に対応するための措置。 

➢ 行動５：有害税制への対抗 

ＯＥＣＤ有害税制フォーラムにおける足の速い所得（金融・サービス業

等の経済活動や知的財産から生じる所得）に対する各国の優遇税制の審査

において、企業の実質的な活動を判断する要件の新基準を勧告。 

➢ 行動６：租税条約の濫用防止 

第三国の居住者が不当に条約の特典を得ようとする行為（条約漁り; 

Treaty Shopping）など、租税条約の濫用を防止するための措置。 

➢ 行動７：恒久的施設（ＰＥ）認定の人為的回避の防止 

代理人ＰＥの要件に該当しない販売委託契約の利用やＰＥと認定され

ない活動のみを行うことによるＰＥ認定の人為的な回避に対処するため、

ＰＥの定義を見直し。 

➢ 行動８～10：移転価格税制 

「価値が創造されたところで税金を納めるべき」との原則を踏まえ、無
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形資産取引に係るＢＥＰＳへの対応を中心に、移転価格ルールの見直しを

実施。 

➢ 行動 11：ＢＥＰＳの規模・経済的効果の分析方法の策定 

ＢＥＰＳによる法人税収の逸失規模について、データの範囲、詳細さ、

利用可能性等の観点から評価。 

➢ 行動 12：義務的開示制度 

租税回避を抑制するとともに出現した租税回避スキームに速やかに対

処するため、プロモーター及び利用者が租税回避スキームを税務当局に報

告する制度。 

➢ 行動 13：移転価格税制に係る文書化制度の整備 

適正な移転価格課税の実現のため多国籍企業グループがグローバルに

行う取引の全体像を把握する目的で、共通様式に基づいた多国籍企業情報

の報告等（移転価格に係る文書化）に関するルールを整備140。 

➢ 行動 14：相互協議の効果的実施 

ＢＥＰＳ対抗措置によって予期せぬ二重課税が生じる等の不確実性を

排除し、予見可能性を確保するため、租税条約に関連する紛争を解決する

ための相互協議手続きをより実効的なものに見直し。 

➢ 行動 15：多数国間条約の開発 

膨大な時間を要する二国間租税条約の改定を経ずに、ＢＥＰＳ防止措置

を既存の租税条約において同時かつ効率的に実施するための多数国間条

約（ＢＥＰＳ防止措置実施条約）の策定。  

 
140 ＢＥＰＳプロジェクトにおいては、多国籍企業グループの情報に係る国別報告書（ＣｂＣＲ; Country by 

Country Report）制度を、守秘義務を遵守しつつ導入することが合意されています。他方、ＥＵにおいては、

多国籍企業の納税情報を市民の目に触れさせることにより、企業活動の透明性と社会的責任の更なる向上や

実践を通じて、企業による社会貢献を促すなどの観点から、ＥＵ域内で活動する多国籍企業に対する、ＥＵ

加盟国別の売上高・納税額等の企業情報の公表の義務付けに関するＥＵ指令が採択されています。日本企業

の中にも、企業の社会的責任等の観点から税に関する情報開示を促すグローバル・レポーティング・イニシ

アティブ（ＧＲＩ）等の国際的な基準も踏まえ、納税額を自主的に開示する動きもあります。ＣｂＣＲは、

個別企業にとって公表により競争上の影響を与える情報も含まれ得ることなどを踏まえつつ、国際的な議論

の動向や国内企業の取組状況を注視していく必要があると考えられます。 
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〔資料２－Ⅴ－７〕ＢＥＰＳ最終報告書の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＢＥＰＳプロジェクトを踏まえた我が国の対応状況 

ＢＥＰＳプロジェクトの立上げ時より主導的役割を果たしてきた我が国

においては、その合意事項を着実に実施し、企業間の公正な競争条件を整え

るべく、累次の国内法改正や租税条約の改正・締結が進められてきました141。

〔資料２－Ⅴ－８〕 

また、ＢＥＰＳプロジェクト最終報告書において、国外転出時に未実現の

キャピタルゲインに対して課税する措置が「租税回避防止措置」として位置

付けられており、我が国でもこうした措置が導入されました。 

 

＜参考：国外転出時課税制度の創設等＞ 

株式等のキャピタルゲインは、実現時に納税者の居住国で課税されるのが原則であ

ることから、巨額の未実現のキャピタルゲインを有する株式等を保有したまま国外転

出し、キャピタルゲイン非課税国において売却することによる課税逃れが可能となっ

ていました。こうした課税逃れに対応するため、平成 27 年度税制改正において、所得

税について、一定の資産を有する者を対象として、株式等に係る未実現のキャピタルゲ

インに対して国外転出時に課税する特例が創設されました142。あわせて、同様の趣旨

から、非居住者に対して株式等の贈与等を行った場合にも、その時点で未実現のキャピ

 
141 タックス・プランニングの義務的開示（行動 12）については、現時点では我が国では未導入。 
142 本特例による課税について、一定期間後に帰国を予定している者等は、納税猶予が可能となっています。

なお、この納税猶予期間中に死亡した場合や贈与を行った場合には、日本国内に居住していたものとみなし

て、相続税・贈与税の納税義務を判定します。 

伝統的な国際基準（モデル租税条約・移転価格ガイドライン）が近年の多国籍企業のビ
ジネスモデルに対応で ていないこと  、「価値創造の場」において適切に課税がなされ
るよう、国際基準の見直しを図った。

 動６ 条約濫用の防止 → 租税条約の拡充（含 動⑮）の中で対応

 動７ 人為的なPE認定回避 →  租税回避の防止等のためPEの範囲を見直し（30年度改正）
租税条約の拡充（含 動⑮）の中で対応

 動８－１０ 移転価格税制と価値創造の一致 →  に  資産の 扱いについて見直し
（令和元年度改正）

C. 企業の不確実性の排除 〔予見可能性〕

多国籍企業による租税回避を防止するため、国際的な協調の と、税  
局が多国籍企業の活動やタックス・プランニングの実態を把握で るようにす
る制度の構築を図った。

 動５ ルーリング（企業と 局間の 前合意）に る自発的情報交換

 動１１ BEPS 連のデータ収集・分析方法の確立

 動１２ タックス・プランニングの義 的開示 → 法改正の要否を含め検討

 動１３ 多国籍企業情報の報告制度

（移転価格税制に る 書化） → 28年度改正で対応済み

（４） 透 性の向上

BEPS対抗措置によって予期せぬ二重課税が じる等の不確実性を排除し、
予見可能性を確保するため、租税条約に 連する紛争を解決するための相互
協議 続 をより実効的な のとすることを図った。

 動１４ より効果的な紛争解決メカニズムの構築 → 租税条約の拡充（含 動
⑮）の中で対応

（５） 法的安定性の向上

BEPS 動計 を通じて策定される各種勧告の実施のためには、各国の二国
間租税条約の改正が必要な のがあるが、世界で 数にある二国間租税条
約の改定には膨大な時間を要すること  、BEPS対抗措置を効率的に実 す
るための多数国間協定を2016年末までに策定する。

 動１５ 多数国間協定の開発 → 参加（31年１月に発効）

（６） BEPSへの迅速な対応

B. 各国政府・グローバル企業の活動に関する

透明性向上 〔透明性〕

A. グローバル企業は払うべき（価値が創造される）ところで

税金を支払うべきとの観点から、国際課税原則を再構築

〔実質性〕

電子経済に伴う問題への対応について、海   のB2B 引及びB2C 引に対する消
費課税のあり方等に するガイドラインをそれぞれ策定した。

 動１ 電子経済の課税上の課題への対応 → 国境を越えた役 の提供に対する消費税
の課税方式を見直し（27年度改正）

（１） 電子経済の発展への対応

各国間の税制の隙間を利用した多国籍企業による租税回避を防止するため、各国が
協調して国内税制の国際的調和を図った。

 動２ ハイブリッド・ミスマッチの 効化 → 27年度改正で対応済
租税条約の拡充（含 動⑮）の中で対応

 動３  国子会社合算税制の強化 → 租税回避リスクを 国子会社の個々の活動内容
により把握するよう見直し（29年度改正）

 動４ 利子 除制 → 24年度に導入した過大支払利子税制について見直し（令和元年度改正）

 動５ 有害税制への対抗 → 既存の枠組みで対応

（２） 各国制度の国際的一貫性の確立

（３） 国際基準の効果の回復

「ＢＥＰＳプロジェクト」最終報告書の概要
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タルゲインに対して課税することとされました。 

 

引き続き、租税回避等に適切に対処するため、租税回避の態様に応じた個

別的な対応策を丁寧かつ迅速に整備していくことが重要です。 

〔資料２－Ⅴ－８〕我が国における「ＢＥＰＳプロジェクト」への対応状況 

  

対応時期 主な対応内容  動計 

平成27年度改正 国境を越えた役 の提供に対する消費税の課税の見直し  動１ 電子経済の課税上の課題への対応

平成27年度改正  国子会社   金不算入制度の見直し  動２ ハイブリッド・ミスマッチの 効化

平成28年度改正 移転価格税制に る 書化制度の整備
 動13 多国籍企業情報の報告制度

（移転価格税制に る 書化）

平成29年度改正  国子会社合算税制の見直し  動３  国子会社合算税制の強化

平成30年度改正 PE（Permanent Establishment:恒久的施設）の範囲の見直し  動７ 人為的なPE認定回避

平成31年１月 BEPS防止措置実施条約が我が国について発効  動15 多数国間協定の開発

令和元年度改正 移転価格税制の見直し  動８－10 移転価格税制と価値創造の一致

令和元年度改正 過大支払利子税制の見直し  動４ 利子 除制 
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４．経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応 

 

（１）新たな国際課税ルールの背景 

ＢＥＰＳプロジェクトの行動１（デジタル経済の発展への対応）について

は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題として、消費課税上の課題（ＢＥ

ＰＳ最終報告書において見直しを提言）とともに、法人課税上の課題も議論

されてきましたが、平成 27（2015）年のＢＥＰＳ最終報告書においては、

後者については合意に至らず、引き続き議論を継続することとされました。 

平成 28（2016）年に立ち上げられたＯＥＣＤ／Ｇ20「ＢＥＰＳ包摂的枠

組み」において途上国やオフショアセンターとされる国・地域を含めた議論

が行われ、令和３（2021）年 10 月に、経済のデジタル化に伴う課税上の課

題に対応する「２本の柱」の解決策に関する合意が実現しました。新型コロ

ナへの対応で各国の財政状況が更に悪化したことが、合意に対する後押しの

一つとなったと考えられます。約 140 カ国・地域が本合意に賛成を表明し、

制度のグローバルな実施に向けた取組みが続けられています。 

国際課税ルールの見直しの背景として議論されてきた課題は、「国際課税

を取り巻く経済環境の変化」の節において既に述べた課題のうち、大きく以

下の２点であり、それぞれが「第１の柱」・「第２の柱」に対応しています。 

・ 経済のデジタル化に伴い、市場国に恒久的施設（ＰＥ）を置かずにビジ

ネスを行う企業の増加がみられます。典型的には、オンラインでの動画・

音楽配信や、オンライン書籍の販売等は、店舗などのＰＥがなくとも市場

国の消費者にサービスを提供することができます。現在の国際課税原則で

は、国内に外国企業の支店等のＰＥがある場合にのみ、そのＰＥの事業か

ら生じた所得への課税が可能なため、こうしたビジネスから得られた所得

に対しては、市場国で適切に課税が行えない問題が顕在化してきました。 

・ 低い法人税率や税制上の優遇措置によって外国企業を国内に誘致する

動きがみられる中で、1980 年代以降、各国の法人税が継続的に引き下げ

られ、各国の法人税収基盤が弱体化してきています。また、こうした軽課

税国を利用する企業とそれ以外の企業との間で、税制面において企業間の

公平な競争条件が阻害される事態が生じてきました。 
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（２）「第１の柱」（市場国への新たな課税権の配分）143 

上記の課題の１点目に対応するものが「第１の柱」です。売上高 200 億ユ

ーロ（約 2.9 兆円）超、利益率 10％超の大規模・高利益水準のグローバル企

業グループを課税対象（scope）とし、当該グループの利益のうち利益率 10％

を超える部分（残余利益）の 25％を、ＰＥの有無にかかわらず、売上に応じ

て市場国間で配分する仕組みです。 

「第１の柱」は従来の租税条約において規定されてきた「ＰＥなければ課

税なし」の原則を一部修正して、ＰＥの有無にかかわらず市場国が課税権を

持つこととなるルールであるため、その導入のためには、多数国間条約が必

要となります。現在、多数国間条約の策定に向けた議論が継続しているとこ

ろです。 

〔資料２－Ⅴ－９〕第１の柱（市場国への新たな課税権の配分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 ここでは、第１の柱のうち「利益Ａ（Amount Ａ）」について記載しています。このほか、基礎的なマー

ケティング・販売活動に対する移転価格税制の簡素化・合理化を図る「利益Ｂ（Amount Ｂ）」についても

実施に向けた議論が行われています。 

第１の柱（市場国への新たな課税権の配分）

➢「課税対象（scope）」は、売上高200億ユー
ロ（約2.9兆円）超、利益率10％超の大規
模・高利益水準のグローバル企業グループ（全
世界で100社程度）
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（３）「第２の柱」（グローバル・ミニマム課税）144 

上記の課題の２点目に対応する仕組みが、「第２の柱」であるグローバル・

ミニマム課税です。年間総収入金額が 7.5 億ユーロ（約 1,100 億円）以上の

多国籍企業を対象とし、一定の適用除外部分を除いた所得について各国ごと

に最低税率 15％以上の課税を確保する仕組みです。この所得の計算におい

ては、各国ごとの政策税制等による調整を行う前の財務会計上の連結財務諸

表利益が基礎となります。 

「第２の柱」については、各国の国内法の改正によって実施することとさ

れていますが、制度を導入する場合には、国際的に合意された仕組みに沿っ

て導入することが求められています（コモン・アプローチ）。 

「第２の柱」は、様々なケースにおいて最低でも税率 15％の課税を確保

する観点から、「所得合算ルール（ＩＩＲ; Income Inclusion Rule）」、「軽課

税所得ルール（ＵＴＰＲ; Undertaxed Profits Rule）」、「国内ミニマム課税

（ＱＤＭＴＴ; Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）」の三つのルー

ルから構成されています。 

ＯＥＣＤ／Ｇ20「ＢＥＰＳ包摂的枠組み」で合意されたモデルルール等の

詳細なルールに基づき、各国において法制化が進められており、我が国にお

いても、令和５年度税制改正において、ＩＩＲの導入が決定されました。国

際課税の見直しの議論を主導してきた我が国が早期に「第２の柱」の導入を

決定できたことは、我が国が従来同様に引き続き国際的な議論を主導してい

く上でも、大きな意義を持ちます。 

なお、既存の外国子会社合算税制は、経済的な実体の乏しい子会社等を用

いた租税回避に対処することを目的とするのに対して、「第２の柱」は、各

国共通の最低税率の導入により法人税引下げ競争に歯止めをかけることを

目的とするものであり、両者は目的を異にする別個の仕組みです。国際的な

ルールにおいても、ＣＦＣ税制は「第２の柱」と併存するものと整理されて

おり、対象となる企業の事務負担には一定の配慮を行いつつ、引き続きそれ

ぞれの制度の目的を果たすことが重要です。 

 
144 ここでは、第２の柱のうちＧｌｏＢＥ（Global Anti-Base Erosion; グローバルな税源浸食対抗）ルール

について記載しています。このほか、軽課税国の関連者に対する支払について源泉地国に一定の課税権を認

める租税条約上の最低課税ルール（ＳＴＴＲ; Subject To Tax Rule）についても実施に向けた議論が行われ

ています。 
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〔資料２－Ⅴ－10〕第２の柱（グローバル・ミニマム課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）新たな国際課税ルールの意義 

２本の柱からなる国際課税ルールの見直しにより、税の分野の国際協調の

あり方が大きな変革期を迎えたものと考えられます。 

 

（国際的に共通の課税ルールの導入） 

これまでの国際課税のルールにおいては、各国における課税の制度設計

（課税ベースの設定、申告・納税などの執行のあり方）については、各国の

課税権のもと各国が自由に設定することができる一方、二国間の租税条約に

おいて個別に、源泉地国において配当・利子・使用料に課される税率の制限

等が規定されてきました。 

こうした中、ＢＥＰＳプロジェクトにおいて 15 の行動計画が提言されま

したが、その多くは、国際的なベスト・プラクティスの提示や、ＯＥＣＤ移

転価格ガイドラインなどの既存の国際基準の改正により対応するものであ

り、課税ルールの設定における各国の裁量は広く認められていました。他方、

租税条約の濫用防止や移転価格税制に係る文書化制度の整備など、一部の行

動はミニマム・スタンダードとして各国が遵守すべきものとされるとともに、

多数国間条約であるＢＥＰＳ防止措置実施条約が策定されました。 

同一グループ 連企業
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○ 年間総収入金額が7.5億ユーロ（約1,100億円） 上の多国籍企業が対象。一定の適用除 を除く所得に
ついて各国ごとに最低税率15％ 上の課税を確保する仕組み。
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経済のデジタル化に伴う課題に対する２本の柱からなる解決策において

は、こうした流れを更に進めて、国際的に統一されたルール（課税ベース、

申告・納税などの執行のあり方）に基づいて、新たな課税制度を構築するも

のです。「第１の柱」においては、多数国間条約や国内法において、新たな

課税に必要なルールが詳細に規定され、各国は、多数国間条約への参加及び

国内法制の制定を通じて、共通の課税ルールを実施することとなります。「第

２の柱」においては、先述のとおり、各国の国内法で導入可能であるものの、

各国が制度を導入する場合は国際的に合意されたルールに沿った形での制

度の導入が必要となります（コモン・アプローチ）。課税ベースや税率の設

定、申告・納税などの制度の執行に至るまで、税制全体の制度設計に国際的

に合意し、実施するという点で、画期的な取組みであると考えられます。こ

のため、制度の実施に際して、国家間の紛争防止・解決プロセスを含め、各

国税務当局間の今まで以上の緊密な協働が求められます。また、今後、各国

における制度の実施状況をモニターしつつ、国際的に協調された制度の実施

に向けて我が国としても貢献していくべきと考えられます。 

 

（「第１の柱」の考え方） 

「第１の柱」は、従来の「ＰＥなければ課税なし」の原則（ＰＥ原則）を

一部修正し、通常利益と考えられる部分を除いた残余利益の一部をＰＥの有

無にかかわらず売上に応じて市場国に課税権を配分する仕組みです。20 世

紀前半以降国際的なルールとして確立してきたＰＥ原則は、国際的な原則と

して企業の物理的拠点の所在を基準として課税権を基礎づけるものであり、

物理的拠点がすなわち所得を生み出す場所であるとの考え方は、課税・徴収

の観点からも一定の合理性があると考えられます。他方、経済のデジタル化

に伴い、ＰＥ原則をどのように見直すべきか、また、ＰＥ原則を見直し、市

場国に一定の課税権を配分する場合の考え方については、「第１の柱」の検

討過程において、ユーザーの参加（User Participation）、マーケティング上

の無形資産（Marketing Intangible）、重要な経済的存在（Significant 

Economic Presence）といった様々な考え方が示されました。また、市場国

に配分する利益について、通常の販売活動等から得られる利益を超えた超過

利益に着目するという考え方もありました。その後の議論の中で、経済のデ

ジタル化やそれに伴う無形資産の役割の増大の影響は、デジタル企業など特
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定の業種のみに当てはまるものではないとの考え方から、業種を限定せず、

大規模・高利益水準の企業を対象とする仕組みとして、令和３（2021）年 10

月に合意されました。 

また、イギリスやフランス等の一部の国においては、「第１の柱」に係る

国際的な合意を待たずに、オンライン広告やデータ販売等の対象ビジネスに

対して売上に応じて課税するデジタル・サービス税等の一方的措置の導入が

図られました。これに対して、アメリカが、自国企業を狙い撃ちするもので

あるとして制裁関税による対抗措置をとる動きがあり、国際課税システムの

不安定化が懸念されました。こうした動きを踏まえ、令和３（2021）年 10

月の合意においては、「第１の柱」の多数国間条約において既存のデジタル・

サービス税等を廃止し、また、将来にわたり導入しないことを定めることが

合意されています。デジタル・サービス税等については、各国において柔軟

な制度設計が可能である一方、ＯＥＣＤ／Ｇ20「ＢＥＰＳ包摂的枠組み」に

おける議論では、事業者から見るとデジタル・サービス税と法人所得課税と

の間で実質的な二重課税が生じているのではないかとの指摘や、外国企業を

ターゲットとする場合には上述のような報復措置を誘発するおそれがある

といった指摘がされており、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対して

は、「第１の柱」による多国間で協調した解決策により対応する方が望まし

いとされてきました。 

 

（「第２の柱」の考え方） 

「第２の柱」は、経済のデジタル化・グローバル化やビジネスにおける無

形資産の重要性の増大に伴って生じた「法人税引下げ競争」に歯止めをかけ

るとともに、企業間の公平な競争条件を確保することを目的とした制度です。

多国籍企業グループの拠点が所在する国・地域の多くで本制度が導入されれ

ば、実質的に世界全体において最低税率（15％）以上の課税が確保されるこ

とになります。これまでアグレッシブにタックス・プランニングを行ってき

た多国籍企業が低税率国を利用することが難しくなることにより、ひいては、

我が国企業の国際競争力の維持及び向上にもつながるものと評価できます。 

また、「第２の柱」の対象企業に関しては、外国企業の誘致等の観点から

講じられている税軽減措置のうち、税負担率が 15％未満となる部分の政策

効果は相当程度減殺されることとなります。これは、各国が政策上の目的か
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ら講じている税制上の優遇措置が、「第２の柱」という国際的なルールによ

り一定の制約を受けることとなることを意味しています。 

他方、「第２の柱」は、これまで法人税引下げ競争等の中で浸食されてき

た各国の法人税収基盤の確保に資する取組みでもあります。法人所得課税は、

国境を越えた所得の移転による租税回避のリスクを伴います。こうしたリス

クに対しては、ＢＥＰＳプロジェクトにおける国際協調での対処が進展して

きましたが、「第２の柱」により、最低税率 15％以上の法人所得への課税が

確保されることとなりました。これにより、各国において引き続き法人所得

課税が重要な地位を占めることが国際的に合意された形となったと評価す

ることができます。 

また、先述のとおり、平成 21 年度税制改正において、外国子会社の所得

に係る二重課税を排除する方式として、従来の間接外国税額控除方式に代え

て外国子会社配当益金不算入制度が導入されています。他方、我が国の制度

は、居住者・内国法人について国外所得を免除し国内源泉所得のみに課税す

る国外所得免除方式に移行したのではなく、引き続き、全世界所得課税を原

則としています。国外所得免除方式をとる場合、国外所得に対しては、源泉

地国において課税関係が終了することとなるため、源泉地が軽課税国である

場合は、二重非課税が生じるリスクが高いという問題があります。同様に、

外国子会社配当益金不算入制度は、子会社所在地国における課税のみで基本

的に課税関係が終了することとなるため、軽課税国に所在する外国子会社へ

の所得移転による租税回避に対しては、ＣＦＣ税制等による対応が必要です。

ＣＦＣ税制については、かつて間接外国税額控除方式をとっていた時期にお

いては、配当時まで課税が繰り延べられることを租税回避と捉えて、それに

対応するという意義を有しているという理解も可能でしたが、外国子会社配

当益金不算入制度の導入後は、軽課税国への所得移転を租税回避として、そ

れに対応するという意義を持つようになったと評価できます。平成 29 年度

税制改正においては、ＢＥＰＳプロジェクトの基本的な考え方に基づき、Ｃ

ＦＣ税制の見直しが行われました。ＣＦＣ税制に加え、「第２の柱」（特にＩ

ＩＲ）が導入されると、租税回避か否かにかかわらず、外国子会社の所在地

国における課税が極端に軽課税である場合には、親会社居住地国で最低税率

15％に至るまでトップアップ課税がなされることとなります。こうした動き

は、子会社所在地国のみで課税を終了させるのではなく、親会社居住地国に
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おいてグループ全体の所得に対して一定の課税権を及ぼすものであると評

価できます。 

また、「第２の柱」の導入に当たっての国・地方の対応については、令和

５年度税制改正において整理がなされたところです。「第１の柱」について

も、国・地方の法人課税制度を念頭に置いた検討が考えられます。  
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５．税の透明性の向上のための国際的な取組み 

 

（１）税務当局間の情報交換の概要 

近年、いわゆるパナマ文書・パラダイス文書・パンドラ文書等、法律事務

所等が保有する内部文書が報道機関に流出し、富裕層の個人などがオフショ

アセンターに資産を保有している例が報じられています。これらは必ずしも

全てが課税逃れを目的としたものではないと考えられますが、こうした報道

を通じて、脱税や租税回避等を目的とした税務・金融情報の秘匿に対する国

際的な批判が高まってきています。こうしたことなどを背景として、近年、

税務当局間の情報交換を通じた「税の透明性」に関する取組みが大きく進展

しています。 

税務当局間の情報交換とは、納税者の取引などの税に関する情報を税務当

局間で互いに提供する仕組みです。租税条約等に基づく税務当局間の情報交

換は、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、③自動的情報交換の３

形態があります。167 カ国・地域が参加する「税の透明性と情報交換に関す

るグローバル・フォーラム」において、情報交換の実施状況の相互審査（ピ

アレビュー）が実施され、適切な実施の確保が図られています。 

 

（２）近年の国際的な取組み 

情報交換の３形態のうち、近年顕著に取組みが進展しているのが、上記③

の自動的情報交換です。 

典型的な取組みの一つが、平成 26（2014）年にＯＥＣＤが策定した共通

報告基準（ＣＲＳ; Common Reporting Standard）に基づく非居住者の金融

口座情報の自動的情報交換の枠組みです。本枠組みは、各国税務当局が、自

国内の金融機関に対して、非居住者の口座情報（氏名・住所、口座残高、利

子・配当等の年間受取総額等）の報告を求め、それぞれの口座保有者の居住

地国の税務当局との間で、相互に口座情報を毎年交換する仕組みです。我が

国においても、平成 27 年度税制改正において非居住者の金融口座情報の税

務当局への報告制度を整備し、平成 30（2018）年から、ＣＲＳに基づく情

報交換を開始しています。現在、109 カ国・地域がＣＲＳに基づく情報交換

を実施しています。 

また、ブロックチェーン技術を使用する暗号資産等を利用した国際的な租
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税回避等のリスクが顕在化したことを受け、令和４（2022）年に、ＯＥＣＤ

において、暗号資産等報告枠組み（ＣＡＲＦ ; Crypto-Asset Reporting 

Framework）が策定されるとともに、ＣＲＳについて、一定の電子マネー等

を取り込むなど報告事項を拡充する改訂が合意されました。今後、我が国に

おける対応について検討していくことが重要です。 

加えて、ＢＥＰＳプロジェクトの行動 13 においてミニマム・スタンダー

ドとして実施が提言された多国籍企業情報に関する国別報告事項（ＣｂＣ

Ｒ; Country-by-Country Report）も、税務当局間の自動的情報交換を通じ

て税の透明性向上に資する取組みです。 

また、ＯＥＣＤにおいては、シェアリング・エコノミー及びギグ・エコノ

ミーにおける売主に関するプラットフォーム事業者による報告のためのモ

デルルールが合意されています。売主に関する情報をプラットフォーム事業

者の居住地国等が一括して収集し、非居住者に係る情報については、売主の

居住地国等との間で自動的情報交換が行われる仕組みです。例えば、ＥＵに

おいて、本モデルルールと同等の内容を実施するための指令が採択されてい

るなど、様々な国において取組みが進められています。 

今後は、国際的な脱税や租税回避等への対応にあたり、こうした情報交換

の枠組みを通じて取得した情報を効果的に活用していくことが求められま

す。また、国際的な議論の進展を踏まえながら、適正・公平な課税の実現に

向けて制度の充実を進めることも必要です。  
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６．今後の課題 

 

（１）２本の柱の着実な実施 

経済社会の変化に応じた国際的な適正・公平な課税の実現という観点から、

経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する２本の柱からなる解決策の

合意は画期的なものであり、合意内容の実施に向けた取組みが最優先課題で

あると考えられます。我が国においては、令和５年度税制改正において「第

２の柱」を導入することとされました。引き続き、「第１の柱」の多数国間

条約の締結及び国内法制化に向けた取組みを進めていくべきです。 

加えて、２本の柱のグローバルな実施の確保は、我が国企業にとっても課

税の透明性・予見可能性の向上の観点からメリットが大きい取組みです。国

際課税の見直しの議論に一貫して積極的に貢献してきた我が国として、特に

途上国における２本の柱の実施支援においてもリーダーシップを発揮すべ

きです。 

また、制度導入後も、国際的に強調して制度を適切に実施していく必要が

あり、こうした国際的な取組みに我が国として主体的に関与していく必要が

あります。 

 

（２）個人所得課税における課題 

個人所得課税における課題としては、経済のグローバル化に伴い、国境を

越えた経済活動が広がってきています。 

新型コロナの感染拡大等に伴い、オンライン会議システム等を利用したリ

モートワークによって国境を越えて役務を提供するケースも一般化してお

り、こうした経済社会の変化は、個人に対する国際課税上の課題も惹起して

います。今後、国際的な議論を踏まえ、こうした働き方の変化に伴うインプ

リケーションを注視していくことが求められます。 

また、経済のグローバル化に伴う経済社会の変化の一つの例として、日本

において「非居住者」として働き、課税対象となる者の増加が挙げられます。

非居住者が国内において行う勤務に起因する給与に関する現行制度は、源泉

課税のみで課税関係が終了し、効果的・効率的な課税・徴収の観点からメリ

ットがある一方、同一の所得を得ている居住者との間の課税上の差異が課題

となり得ると考えられます。 
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加えて、これまで法人所得課税について、国際的な租税回避への対応や、

国際的な最低課税制度の導入などの取組みがなされてきましたが、個人所得

課税においても同様の課題が存在すると考えられます。 

 

（３）租税条約 

租税条約は、健全な投資・経済交流を促進する重要な制度的インフラの一

つであり、今後とも、我が国との投資関係の発展が見込まれる国・地域との

間で新規締結を進めるとともに、既存条約についても近年の経済構造の変化

に対応した改正を進めていくことが求められます。特に途上国との既存条約

の改正については、「国連モデル租税条約」をベースとした更なる源泉地国

課税の確保を求める途上国との間で交渉が難航することが見込まれます。結

果として、みなし外国税額控除等、途上国向けの規定がアップデートされず、

各国の経済発展の実態に合わない租税条約が存置されることになります。こ

うした租税条約であっても相手国と粘り強く交渉していく必要があります。

国際課税ルール及び経済構造の変化に対応した形での改正に向けて、積極的

に取り組むべきです。 

 

（４）租税回避の防止等 

経済社会や技術の変化に応じて、新たな租税回避リスクが生じる可能性が

あります。税制全体に対する納税者の信頼を高めるためにも、引き続き、租

税回避等への対処に係る不断の取組みが必要です。例えば、海外への投資を

利用して利益を留保し課税を繰り延べることが租税回避に利用し得るので

はないかとの指摘もあります。 

また、情報交換の分野において、途上国を含めた情報交換ネットワークの

拡大に取り組むことが重要です。徴収共助のネットワークについても同様で

す。こうした分野での途上国への技術支援にも積極的に取り組んでいくべき

です。 

引き続き、国際課税制度の見直しや適切な執行のため、税制の立案や執行

にあたる部局において十分な体制を整備することが必要であると考えられ

ます。  




